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議案第２０号   

 

西宮市教育奨学金条例施行規則の一部を改正する規則制定の件 

 

 西宮市教育奨学金条例施行規則の一部を改正する規則を次のように制定す

る。  

 

令和６年６月１２日提出  

 

西宮市教育委員会  

教育長  藤  岡  謙  一  

 

 

 

西宮市教育委員会規則第 号  

 

西宮市教育奨学金条例施行規則の一部を改正する規則  

 

 西宮市教育奨学金条例施行規則（平成２０年西宮市教育委員会規則第９号）

の一部を次のように改正する。  

第５条第２項ただし書きを削り、同条第５項中「ア及びイ」を「の細分」

に、同項第１号ア中「月額２，５００円」を「月額９００円」に、同号イ中

「月額１１，０００円」を「月額１０，２００円」に改め、同項第２号アを

削り、同号イ中「月額１０，５００円」を「月額９，４００円」に改め、同

号イをアとし、同条第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。  

６ 第４項の規定にかかわらず、当該年度の市町村民税所得割が非課税の世

帯（第２条に掲げる特別支援学校高等部及び第３条に掲げる各種学校に在

学する奨学生の世帯を除く。）のうち、第１項第１号に掲げる奨学生の区

分で、保護者に扶養されている２３歳未満の兄姉がいる第２子以降の世帯

については、第４項第１号に定める額の給付を行わない。  

 

付 則  

この規則は、公布の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。  

 

 

（参考）  

○改正理由  

国により創設された「高校生等奨学給付金」制度において、給付金額が

変更となったことを受け、給付要件にあたる奨学生に対する給付金額及

び遺児給付金を調整するため。  
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西宮市教育奨学金条例施行規則 新旧対照表 

改  正  案 現  行 

 

第１条から第４条まで 省略 

 

（奨学金の給付又は貸付けの金額等） 

第５条 条例第４条第１項の規定により教育委員会規則で定め

る奨学金の給付金額は、次の各号に掲げる奨学生（条例第７

条に規定する「奨学生」をいう。以下同じ。）の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、生活保護法（昭

和２５年法律第１４４号）の規定による生活扶助等を受けて

いる世帯については、それぞれ当該各号に定める額の給付を

行わない。 

 (１) 国、地方公共団体、国立大学法人、公立大学法人その

他これらに類似する団体が設置し、及び管理する学校に在

学する奨学生 月額５，５００円 

 (２) 前号に規定する学校以外の学校に在学する奨学生 月

額１１，０００円 

２ 前項の規定にかかわらず、当該年度の市町村民税所得割が

非課税の世帯（第２条に掲げる特別支援学校高等部及び第３

条に掲げる各種学校に在学する奨学生の世帯を除く。）につい

ては、前項各号に定める額の給付を行わない。 

 

 

 

３ 条例第４条第２項に規定する教育委員会規則で定める者

は、次の各号のいずれかに該当する奨学生とする。 

 (１) 両親と死別した者 

 (２) 両親の生死が判明しない者 

 (３) 両親から遺棄されている者 

 (４) 両親が知的、身体その他の障害により長期に亘って労

働能力を失っている者 

 (５) 両親が長期に亘って拘禁されている者 

４ 条例第４条第３項の規定により教育委員会規則で定める遺

児給付金の額は、次の各号に掲げる奨学生の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める額とする。 

 (１) 第１項第１号に掲げる奨学生 月額５，５００円 

 (２) 第１項第２号に掲げる奨学生 月額１１，０００円 

５ 前項の規定にかかわらず、当該年度の市町村民税所得割が

非課税の世帯（第２条に掲げる特別支援学校高等部及び第３

条に掲げる各種学校に在学する奨学生の世帯を除く。）につい

ての遺児給付金の額は、次の各号の細分に掲げる奨学生の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

 (１) 保護者に扶養されている２３歳未満の兄姉がいない高

校生等がいる世帯 

  ア 第１項第１号に掲げる奨学生 月額９００円 

イ 第１項第２号に掲げる奨学生 月額１０,２００円 

 (２) 保護者に扶養されている２３歳未満の兄姉がいる第２

 

第１条から第４条まで 省略 

 

（奨学金の給付又は貸付けの金額等） 

第５条 条例第４条第１項の規定により教育委員会規則で定め

る奨学金の給付金額は、次の各号に掲げる奨学生（条例第７

条に規定する「奨学生」をいう。以下同じ。）の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、生活保護法（昭

和２５年法律第１４４号）の規定による生活扶助等を受けて

いる世帯については、それぞれ当該各号に定める額の給付を

行わない。 

 (１) 国、地方公共団体、国立大学法人、公立大学法人その

他これらに類似する団体が設置し、及び管理する学校に在

学する奨学生 月額５，５００円 

 (２) 前号に規定する学校以外の学校に在学する奨学生 月

額１１，０００円 

２ 前項の規定にかかわらず、当該年度の市町村民税所得割が

非課税の世帯（第２条に掲げる特別支援学校高等部及び第３

条に掲げる各種学校に在学する奨学生の世帯を除く。）につい

ては、前項各号に定める額の給付を行わない。ただし 、前項

第２号に掲げる奨学生の区分のうち、保護者に扶養されてい

る２３歳未満の兄姉がいない高校生等がいる世帯についての

奨学金の額は、月額７００円とする。 

３ 条例第４条第２項に規定する教育委員会規則で定める者

は、次の各号のいずれかに該当する奨学生とする。 

 (１) 両親と死別した者 

 (２) 両親の生死が判明しない者 

 (３) 両親から遺棄されている者 

 (４) 両親が知的、身体その他の障害により長期に亘って労

働能力を失っている者 

 (５) 両親が長期に亘って拘禁されている者 

４ 条例第４条第３項の規定により教育委員会規則で定める遺

児給付金の額は、次の各号に掲げる奨学生の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める額とする。 

 (１) 第１項第１号に掲げる奨学生 月額５，５００円 

 (２) 第１項第２号に掲げる奨学生 月額１１，０００円 

５ 前項の規定にかかわらず、当該年度の市町村民税所得割が

非課税の世帯（第２条に掲げる特別支援学校高等部及び第３

条に掲げる各種学校に在学する奨学生の世帯を除く。）につい

ての遺児給付金の額は、次の各号ア及びイに掲げる奨学生の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

 (１) 保護者に扶養されている２３歳未満の兄姉がいない高

校生等がいる世帯 

  ア 第１項第１号に掲げる奨学生 月額２，５００円 

イ 第１項第２号に掲げる奨学生 月額１１,０００円 

 (２) 保護者に扶養されている２３歳未満の兄姉がいる第２
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改  正  案 現  行 

子以降の高校生等がいる世帯 

  ア 第１項第２号に掲げる奨学生 月額９,４００円 

６ 第４項の規定にかかわらず、当該年度の市町村民税所得割

が非課税の世帯（第２条に掲げる特別支援学校高等部及び第

３条に掲げる各種学校に在学する奨学生の世帯を除く。）のう

ち、第１項第１号に掲げる奨学生の区分で、保護者に扶養さ

れている２３歳未満の兄姉がいる第２子以降の世帯について

は、第４項第１号に定める額の給付を行わない。 

７ 条例第４条第４項の規定により教育委員会規則で定める奨

学金の貸付額は、次の各号に掲げる奨学生の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める額とする。 

 (１) 第１項第１号に掲げる奨学生 月額１０，０００円 

(２) 第１項第２号に掲げる奨学生 月額１４，０００円 

 

第６条から第２１条まで 省略 

子以降の高校生等がいる世帯 

  ア 第１項第１号に掲げる奨学生 月額２００円 

  イ 第１項第２号に掲げる奨学生 月額１０,５００円 

 

 

 

 

 

６ 条例第４条第４項の規定により教育委員会規則で定める奨

学金の貸付額は、次の各号に掲げる奨学生の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める額とする。 

 (１) 第１項第１号に掲げる奨学生 月額１０，０００円 

(２) 第１項第２号に掲げる奨学生 月額１４，０００円 

 

第６条から第２１条まで 省略 

 


